
時期 妊婦等包括相談支援事業 妊婦支援給付金

アンケートやサポートプランをもとに
出産・子育て支援等を一緒に確認します。

①５万円

(妊娠届出時に申請)

・妊娠８か月頃に子育て支援アプリ
「いみすくby母子モ」からアンケートの
回答をお願いします。

・回答後、希望された方には保健師等が
相談をお受けします。

※詳しくは個別のご案内をご確認ください。

②妊娠している
お子さんの人数
×５万円

(出生届出時に市役所
こども福祉課窓口で
申請)

※流産や死産や人工妊娠
中絶をされた方も給付金
の対象となります。詳し
くはこども福祉課こども
福祉係までご相談くださ
い。

妊婦等包括相談支援および
妊婦支援給付金の一体的実施事業について

射水市では、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報提供を行うことを通じて、
すべての妊産婦や子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業を行います。
また、相談支援と合わせて経済的支援（妊婦支援給付金）も実施します。

上記以外にも健診、電話等でも相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

【問合せ先】 妊婦等包括相談支援事業について…こども福祉課こどもすこやか係(保健センター内) ☎0766-52-7080

妊婦支援給付金について……………こども福祉課こども福祉係(射水市役所１階) ☎0766-51-6546

（R7年12月現在）妊娠届出をされた方へ

面談

アンケート

相談
（希望者）

新生児・未熟児訪問
保健師や助産師が生後おおむね１か月以内を目安

にご自宅を訪問し、体重測定や相談をお伺いします。
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保健センター来所相談
(予約制：いみすくby母子モからご予約ください)

ママベビ助産師相談
・助産師との個別授乳相談
・体重測定

保健師応援相談
・保健師との個別相談
・体重測定

育児相談（月１回開催）
・離乳食など含む育児全般についての相談
・身体計測

①妊娠届出時

②妊娠８か月頃

③産後

※詳しくは出生届出時のご案内またはホームページをご覧ください。

事業の流れ・イメージ


